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日本の近代教育制度は、明治5(1872)年の「学制発布」に始まる

義務教育については、明治30(1897)年代に尋常小学校4年の

「義務制」が実現し、明治40年には義務教育年限が6年に延長

およそ１５０年前に始まった近代教育制度

戦後の学校体系は昭和22年4月から、小6年－中3年－高3年－大

4年の「6－3－3－4」制を基本とする「単線型」に転換

小・中学校9年間の義務教育の教育課程は、現在まで7７年にわたり

｢6－3｣制の下で進められてきた

戦後7７年続いている義務教育の「６－３」制

学校制度の変遷
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 ｢6－3」制の小・中学校制度の創設から約7５年が経過し、この間、

社会環境や児童生徒の状況は大きく変化

特に義務教育期間における子どもたちの心身の発達の早期化、

価値観などの変化は著しい

義務教育の学年区分や教育課程等を含む学校種間の接続の在り方

について、実態に応じた柔軟な取組が求められる

学校制度の変遷

社会環境や児童生徒の状況の変化



法律の改正
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教育基本法の改正

〈平成１８年〉

教育をとりまく環境の変化に対応するため、これまで掲げられてきた

普遍的な理念は大切にしつつ、新しい時代の教育の基本理念を明示

学校教育法の改正

〈平成１９年〉

前年の教育基本法の改正に伴い、新たに義務教育の目標を定める

〈平成２７年〉

学校教育制度の多様化及び弾力化を促進するために、小中一貫教育

を実施することを目的とする「義務教育学校制度」を創設



高槻市における教育改革
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「高槻市教育改革懇話会」
提言

「21世紀への新たな学校づくり － パートナーシップに基づく学校創造」 （平成12年）

２学期制の実施 １年間のカリキュラム上の区切りの弾力化 （平成19年）

ラーニングSプロジェクト

「縦の接続」「横の連携」の強化 （平成22年）

→連携型小中一貫教育の実施 （平成25年度～ 平成28年度に全校実施）

→地域と連携した特色ある学校づくり推進事業 （平成25年度～令和２年度）

高槻市教育振興基本計画

第１期 （平成27年度～令和２年度）

第２期 （令和３年度～令和12年度）

重点取組（２） 施設一体型小中一貫校の設置

目標１－１ 確かな学力の育成 （１）９年間を見通した教育課程の編成と実施

目標２－１ 学校力の向上 （５）小中一貫教育の推進
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平成１３年

１学年１学級という固定的な学習環境は望ましいとは言えず、

解決するべき課題

「高槻市学校規模等適正化審議会」

平成２８年

 「連携型小中一貫教育」の効果をさらに高めるため、施設一体型

小中一貫校を設置することが望ましい

「高槻市小中一貫教育学校検討委員会」

過去の審議会・検討委員会



高槻の教育がめざす子ども像

人や社会とつながり、学び続け、

よりよい自分と社会を創る子ども



つけたい４つの力



６つの目標と

２６の基本施策



「連携型小中一貫教育」の成果
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学習指導面
中学校区での課題の共有と授業研究の実施

➫ 高槻の子どもたちの学力は着実に向上

生徒指導面 中学校区の学校間の密な情報共有が進む

地 域 連 携 中学校区単位でコミュニティ・スクールがスタート

学 校 組 織 中学校区の管理職および教職員の協働・連携が進む



「全国学力・学習状況調査」

結果の経年比較

中学校・国語と数学の結果

全国平均を「１」としてグラフに

表したもの

0.94

0.96

0.98

1.00

1.02

1.04

1.06

1.08

1.10

H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R3 R4 R5

国語Ａ 国語Ｂ 国語

数学Ａ 数学Ｂ 数学

全国平均

11



顕在化した新たな課題
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教育格差 ➫ すべての子どもたちに確かな学力を

近年、不登校児童・生徒数が大幅に増加

中学校区単位での地域連携のさらなる活性化

連携型 ➫ 組織がそれぞれの学校に存在

学習指導面

生徒指導面

地 域 連 携

学 校 組 織
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 学習指導面や生徒指導面などで一定の成果を上げる

 一方で小・中学校が別々の学校制度として設計され、それぞれの学校

組織が存在することによる取組の限界

「連携型小中一貫教育」の更なる伸長に向けて

現在の「連携型小中一貫教育」の成果を活かし

新しい学校の形 ➡ 『義務教育学校』

にすることにより、より一層の充実を図る
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 学校教育法の改正により平成28年に新設された学校教育制度

 １人の校長１つの教職員組織の下、小学校から中学校までの義務教育９年間

を一貫した教育を行う学校

 小・中学校の学習指導要領を準用した上で、特色のある教育課程の編成が

可能

 施設の形態は「施設一体型」「隣接（併設）型」「施設分離型」がある

「義務教育学校」とは

施設一体型 施設隣接（併設）型 施設分離型
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「義務教育学校」とは

義務教育学校
高槻市

〈連携型一貫教育〉

修業年限
（学年区分）

９年 小６・中３

組織・運営
１人の校長
１つの組織

小中それぞれに
校長と組織

免許
原則として小中両方の免許を持つ
者に限られる

それぞれ保有する校種の授業を
行う

教育課程
９年間の目標

９年間の教育課程
９年間の目標

９年間の教育課程

施設形態 施設一体・隣接・分離 施設分離
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 義務教育９年間を一貫した系統性・連続性のある教育の実施

➫ １人の校長による一貫した教育課程の編成と実施

➫ １つの学校組織による教職員の意識の向上

 児童・生徒に対する途切れのない指導

➫ 学習内容の系統性、連続性を踏まえた指導

➫ 早期に教科担任制の導入など、専門性の高い教育

➫ 小学校教育から中学校教育への円滑な移行（差異の緩和）

➫ ９年間継続した指導による個に応じたきめ細かな生徒指導

「義務教育学校」に期待される効果
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 豊かな人間性の醸成

➫ 日常的な異学年の交流による精神的な発達や社会性の育成

➫ 学校行事などを通じて、思いやりの心や規範意識、憧れの気持ち

などの醸成

 地域との協働の強化

➫ 校区に設置する学校運営協議会制度（コミュニティ・スクール）の

より一層の効果的な運用が図られる

 その他

➫ 学校の適正規模の維持

「義務教育学校」に期待される効果
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義務教育９年間の一貫性・連続性のある教育活動を通じた、児童・生徒の「学力

の向上」や「豊かな人間性の育成」を目指し、「連携型小中一貫教育」をはじめと

するこれまでの本市の取組の成果をさらに高めるとともに、顕在化した課題の

解決に向け、すべての学校を「義務教育学校」とすることを目指し検討を進める

諮問内容について

本市における「義務教育学校」の設置について、本市のこれまでの取組や学校の

現状、過去の答申等の内容を勘案し、教育的な観点から調査及び審議を行い、

「義務教育学校」の設置に向けた今後の取組の方策をお示しいただきたい


